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令和年月日 木曜日 第号官 報
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
五
千
八
百
五
十
三
万
八

百
五
十
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
億
八
百
十
一
万
二
千

九
百
七
十
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
五
千
万
円
、
五
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

宮
崎
県
都
城
市
志
比
田
町
七
三
一
四
番
地

株
式
会
社
ま
る
お
か
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

丸
岡

久
浩

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有

す
る
普
通
株
式
一
株
を
千
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株

式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
宮
町
四
丁
目
一
四
九

番
地
三
号

株
式
会
社
Ｂ
ｉ
ｚ
Ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｆ
ｏ
ｒ
ｍ

代
表
取
締
役

渡
邉

洋
之

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
七
日
を
基
準
日
と
定
め
、
同

日
午
前
九
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ

の
所
有
す
る
株
式
一
株
を
二
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り

株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告

し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

島
根
県
益
田
市
大
谷
町
二
三
番
地
二

有
限
会
社
三
浦
木
材

代
表
取
締
役

三
浦

秀
徳

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
四
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

神
奈
川
県
横
須
賀
市
浦
郷
町
五
丁
目
二
九
三
一
番
地

京
浜
発
條
株
式
会
社

代
表
取
締
役

片
平

修
一

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

富
山
県
南
砺
市
百
町
一
一
四
番
地

今
井
重
機
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

米
澤

茂
與

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

三
重
県
松
阪
市
下
村
町
二
四
七
一
番
地
の
一

三
鈴
土
木
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
沢

和
治

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

大
阪
府
貝
塚
市
小
瀬
五
三
二
番
地

泉
南
乳
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
田

茂
夫

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
四
日
を
効
力
発
生
日
と
し
て

定
款
を
変
更
し
、
譲
渡
に
よ
る
株
式
の
取
得
に
つ
き
代
表

取
締
役
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
め
を
設
け
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

大
阪
市
西
区
立
売
堀
二
丁
目
一
番
二
号

西
日
本
建
設
業
保
証
株
式
会
社

代
表
取
締
役

菱
田

一

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

神
戸
市
灘
区
新
在
家
南
町
四
丁
目
二
番
一
号

関
西
ボ
ト
リ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

石
井

明

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

鹿
児
島
市
与
次
郎
二
丁
目
七
番
二
五
号

イ
ン
フ
ラ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
﨑

秀
雄

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

鹿
児
島
市
与
次
郎
二
丁
目
七
番
二
五
号

九
建
殖
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
﨑

秀
雄

確
定
給
付
企
業
年
金
の
清
算
公
告
（
第
一
回
）

当
社
の
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
四

月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
基
づ
き
終
了
し
ま
し
た

の
で
、
当
該
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す

る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
確

定
給
付
企
業
年
金
制
度
の
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

静
岡
県
袋
井
市
宇
刈
二
五
〇
五
番
地
の
二

株
式
会
社
ヤ
マ
ハ
リ
ゾ
ー
ト

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

細
川

修

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
四
日
（
号
外
第
一
二
三
号
）
掲
載
の
解

散
公
告
中
、
住
所
「
神
奈
川
県
川
崎
市
麻
生
区
高
石
五
丁

目
九
番
一
四

三
」
と
あ
る
は
、「
神
奈
川
県
川
崎
市
麻
生

区
高
石
五
丁
目
九
番
一
四

三
一
〇
号
」
の
誤
り
に
つ
き

訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

神
奈
川
県
川
崎
市
麻
生
区
高
石
五
丁
目
九
番
一

四

三
一
〇
号Ｊ

ｏ
ｋ
ｅ
ｒ
Ｆ
ｉ
ｌ
ｍ
ｓ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

小
池
賢
太
郎

訂
正
公
告

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日
（
号
外
第
一
一
六
号
）
掲
載

の
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）中
、

「
一
千
五
百
万
円
減
少
し
五
百
万
円
」
と
あ
る
は
「
一
千

万
円
減
少
し
一
千
万
円
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
二
日

福
岡
市
西
区
姪
の
浜
六
丁
目
五
番
二
〇
号

株
式
会
社
タ
カ
ヒ
ロ

（
旧
商
号

株
式
会
社
高
稲
冷
熱
）

代
表
取
締
役

西
馬
場
乃
梨
子

令
和
七
年
一
月
二
十
九
日
（
号
外
第
十
七
号
）
海
上
保

安
庁
告
示
第
三
号
（
航
路
標
識
に
関
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

三
二
ペ
ー
ジ
二
段
終
り
か
ら
一
行
目
の
次
に
次
を
加
え

る
。

記

事

一
時
変
更

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日
（
号
外
第
六
十
四
号
）
海
上

保
安
庁
告
示
第
九
号
（
航
路
標
識
に
関
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

四
二
ペ
ー
ジ
四
段
終
り
か
ら
一
一
行
目
、
四
三
ペ
ー
ジ

一
段
終
り
か
ら
四
行
目
及
び
同
ペ
ー
ジ
二
段
一
一
行
目
は

次
の
と
お
り
の
誤
り
。

記

事

一

附
属
施
設

レ
ー
ダ
ー
反
射
器

二

太
陽
石
油
株
式
会
社
管
理

四
二
ペ
ー
ジ
四
段
終
り
か
ら
九
行
目
か
ら
八
行
目
、
四

三
ペ
ー
ジ
一
段
終
り
か
ら
二
行
目
か
ら
一
行
目
及
び
同

ペ
ー
ジ
二
段
一
三
行
目
か
ら
一
四
行
目
は
次
の
と
お
り
の

誤
り
。

記

事

一
時
変
更
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